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社会福祉法人 飯盛会 

地域密着型特別養護老人ホーム サンガーデン 

重要事項説明書 

 

１ 事業者（法人）の概要 

名  称 社会福祉法人 飯盛会 

法人の所在地 福岡市西区羽根戸５１５番地３ 

代表者名 理事長 倉光 かすみ 

電話番号・FAX 番号 （電話）092-892-2331 （FAX）092-892-2332 

 

２ 事業所 

施設名称 地域密着型特別養護老人ホーム サンガーデン 

施設の所在地 福岡市西区羽根戸５２１ 

管理者名 立石 悦子 

電話番号・FAX 番号 （電話）092-892-2310 （FAX）092-892-2311 

事業の種類・利用定員 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護  定員２９人 

指定年月日・指定番号 平成 23 年 5 月 1 日 ・ ４０９１２００１３１ 

 

３ 事業の目的及び運営方針 

①施設は、入居者一人一人の意思及び人格を尊重し、少数の居室及び当該居室に近接して設けら

れる共同生活室（以下「ユニット」という。）ごとにおいて地域密着型施設サービスに基づき、

その居宅における生活への復帰を念頭において、入居前の居宅における生活と入居後の生活が連

続したものとなるよう配慮しながら、各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き、自

律的な日常生活を営めるよう支援することをめざすものとする。 

②施設は、地域や家族との結びつきを重視した運営を行い、福岡市、居宅介護支援事業者、居宅

サービス事業者、他の介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者と

の密接な連携に努めるものとする。 

 

４ 施設の概要 

（１）敷地及び建物の概要 

敷地 4,246.03 ㎡ 

建物 構造 2 階建 鉄骨造 

延べ床面積 1,546.41 ㎡ 

利用定員 29 名  

 

（２）居室及び主な設備 

居室・設備の種類 室数 備考 

個室（１人部屋） 29 室 13.38～13.66 ㎡ 
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共同生活室 3 ユニット 82.57 ㎡ 

浴室 6 室  

医務室 1 室  

 ※居室の変更等：ご利用者から居室の変更の申し出があった場合は、居室の空き状況により施

設でその可否を決定します。また、ご利用者の心身の状況により居室を変更する場合もあり

ます。その際には、ご利用者やご家族等と協議のうえ決定するものとします。 

  なお、ご利用者が入院された場合は、ご使用のベッドを他の利用者の短期入所生活介護に使

用することがございます。その際、居住費の負担はありません。 

 

５ 職員の配置状況 

従業者の職種 員数 勤務時間等 

施設長 1 ８：３０～１７：３０ 

介護職員 12 以上 ８：００～１７：００  

※ 夜勤を含む変動性勤務 

※ 常時 24時間体制で 2ユニットにつき 1名以上を

配置するものとする。 

看護職員 1 以上 ８：３０～１７：３０ 

機能訓練指導員 1 ８：３０～１７：３０ 

管理栄養士 1 以上 ８：３０～１７：３０ 

介護支援専門員 1 以上 ８：３０～１７：３０ 

生活相談員 1 以上 ８：３０～１７：３０ 

医師（嘱託） 1 週 1 回（3 時間以上）以上 

※内、月 2 回精神科を担当する医師とする。 

 

６ 施設サービスの概要 

① 食事 

 ・当施設では、管理栄養士の管理の元、栄養並びにご利用者の身体状況に配慮した食事を提供

します。 

 ・食事は、ご利用者の自立支援のため、できるだけ離床して食堂で食べていただけるように配

慮します。 

②入浴 

 ・入浴又は清拭を、週２回行います。 

 ・寝たきりの方でも、機械浴槽を使用して安全に入浴することができます。 

③排泄 

 ・ご利用者の身体状況に応じて、適切な排泄介助を行うとともに、排泄の自立について可能な

範囲において、適切な援助を行います。 

 ・オムツを使用される方に対しては、定期的な交換を行うとともに、必要に応じて交換します。 
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④着替え・整容など 

 ・寝たきり防止のため、できる限り離床に配慮します。また、生活のリズムを考え、適切な着

替え、整容が行われるよう援助します。 

 ・シーツ交換は定期的に週１回行い、汚れている場合は随時交換いたします。 

⑤健康管理 

 ・医師や看護職員が健康管理を行います。 

⑥機能訓練 

・身体機能の低下防止のため、機能訓練指導員により利用者の心身等の状況に適した機能訓練

を行います。 

⑦ 医療的ケアの体制 

・ 医師・看護師等の医療職のみが行うことができる医行為の一部については、必要時に 

医師・看護職員が対応を行います。 

 

７ 費用 

（１） 介護保険給付サービスを利用するにあたってご利用者にご負担していただく料金は、厚

生労働大臣が定めた告示上の基準額とし、別紙「地域密着型特別養護老人ホーム サン

ガーデン利用料金表（以下「料金表」という）のとおりです。 

（２） 介護給付費サービス以外にかかるその他の費用の内訳については、別紙「料金表」のと

りです。 

◎居室と食事にかかる費用について、負担限度額認定を受けている場合には、認定証 

に記載している負担限度額とします。 

減額の適用を受けたい方は、事前に市町村に申請し、「介護保険負担限度額認定証」 

の交付を受けてください。 

（３） 利用料等のお支払い方法等 

口座振替（利用月分を翌月末日に引き落とし）や窓口支払いをお願いしております。 

    ご利用者から負担額の支払いを受けた場合は、利用者または保証人へ領収書を交付 

します。 

 

８ 協力医療機関 

医療法人社団 飯盛会 

倉光病院 

代表者 倉光かすみ 

所在地 福岡市西区飯盛 664-1 

連絡先 092-811-1821 

医療法人財団 華林会 

村上華林堂病院 

代表者 菊池仁志 

所在地 福岡市西区戸切 2-14-45 

連絡先 092-811-3331 

医療法人 クロスケア 

クロスケアデンタル 

クリニック糸島 

代表者 瀧内博也 

所在地 糸島市前原西 4-5-28-2F 

連絡先 092-600-4720 

受診の際に、受診介護の付き添いを依頼する場合がありますので、ご協力ください。 
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９ 非常災害時の対策 

非常時の対応 別途定める「サンガーデン 消防計画」にのっとり対応を行います。 

平常時の対応 別途定める「サンガーデン 消防計画」にのっとり年２回の夜間及び昼

間を想定した避難訓練を入居者の方も参加して実施します。 

防災設備 設備名称 個数等 設備名称 個数等 

避難口 5 誘導灯 21 

防火戸・防火シャッター 2 誘導指示 4 

スプリンクラー設備 有 自動火災報知設備 有 

カーテン、布団等は防炎性能のあるものを使用しています。 

消防計画等 消防計画：防火管理責任者 

 

１０ サービス利用上の注意事項      

面会 【面会時間】１０：００～１7：００（日曜日除く） 

事前の予約をお願い致します。 

外出・外泊 外泊の場合は 5 日前までにお知らせください。 

居室・設備・器具等の

利用 

施設内の居室や設備、器具は本来の用法に従ってご利用下さい。これ

に反したご利用により破損等が生じた際、場合によっては、賠償して

頂くことがございます。 

飲酒 飲酒は、嘱託医が適量と認めた範囲で可能ですが、他の入居者の迷惑

となる過度の飲酒は禁止します。 

喫煙 原則、禁煙とします。 

迷惑行為等 騒音やペットの持込等、他の入居者の迷惑になる行為はご遠慮願いま

す。 

火災防止の協力 発火の恐れのある物品は施設に持ち込まないで下さい。 

また、火災防止上、危険を感じた場合は直ちに職員に連絡して下さい。 

所持品の管理 管理につきましては、入居者ご本人とご家族で責任を持ってお願い致

します。 

食品の持込み 誤嚥や食中毒防止の為、当日食べきれる分のみの持込をお願いします。 

なお、上記防止のため、他の入所者へは絶対に渡さないでください。 

インターネット使用 ・個人でインターネットを使用される場合の Wi-Fi 等の通信環境に 

ついては、各自でモバイル Wi-Fi やモバイルルーターの準備をお願

いします。 

・見守りカメラなど利用者の生活をご覧になる機器の設置等は、防犯 

及び個人情報保護の観点からお断りをしております。 

宗教活動・政治活動 他の入居者に対する宗教活動及び政治活動は、お断りします。 

動物飼育 施設内での動物等の飼育はお断りします。 
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１１ 苦情申立窓口 

苦情解決責任者 施設長 

苦情受付担当者 折居 知宣（おりい かずき）職名：介護福祉士アシスタントチーフ 

受付時間 ８：３０～１７：３０ 

受付方法 お電話や面談による苦情 

・相談受付の他、ご意見箱を設置しております。 

解決方法 苦情受付担当者は、書面にて内容を確認、記録し事実確認を行います。 

苦情受付担当者は、苦情解決委員会を開催し必要な処置を講じます。 

※ また、次の公的機関においても苦情・相談の申し出が可能です。 

西区役所 

福祉・介護保険課 

所在地  〒８１９－８５０１ 

福岡市西区内浜１－４－１ 

電話番号 ０９２－８９５－７０６６（直通） 

福岡県国民健康保険 

団体連合会（国保連） 

 

所在地  〒８１２－００４１ 

     福岡市博多区吉塚本町１２－４７ 

電話番号 （代）０９２－６４２－７８１３  

福岡県運営適正化 

委員会 

所在地  〒８１６－０８０４ 

     春日市原町３－１－７クローバープラザ４階（東棟） 

電話番号 ０９２－９１５－３５１１ 

 

１２ 苦情解決第三者委員 

委員名 所属 電話番号 

田中 恵美子 飯盛保育園園長 ０９２－８１１－１３０９ 

山田 守 山田農園 代表 ０９２－８１１－３１７７ 

 

１３ 高齢者虐待に関する行政の相談窓口 

福岡市福祉局 

事業者指導課 

 

所在地  〒８１０－８６２０ 

     福岡市中央区天神１丁目８番１号 

電話番号 ０９２－７１１－４３１９ 

 

１４ 事故発生時の対応 

事故防止対策 あらゆる事故危険因子に対して、防止策を講じる努力をいたします。 

事故発生時の対応 施設サービスの提供において、事故が発生した場合は速やかに入居者

のご家族、保健所、市町村等の関係機関に連絡を行うとともに、必要

な措置を講じます。 

損害賠償責任補償 事業所は損害賠償保険に加入しております。施設サービス提供により

賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに保険会社と協議に入り、

その解決に誠意をもって対応いたします。 
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（別紙） 

地域密着型特別養護老人ホーム サンガーデン 

第三者評価の受審状況 

 
 

実施の有無 有 

訪問調査日 2016 年 11 月 17 日・18 日 

評価確定日 2017 年 2 月 10 日 

評価機関の名称 

特定非営利活動法人 

医療・福祉ネットワークせいわ 

評価結果の開示状況 福岡県福祉サービス第三者評価推進機構ＨＰ掲載 

 



 

（別紙） 

地域密着型特別養護老人ホーム サンガーデン 

利用料金表 地域区分 5 級地 単価 10.45 円  

介護サービス費 

 
単位 

1 日 1 ヶ月（30 日） 

1 割 2 割 3 割 1 割 2 割 3 割 

要介護１ 682 単位 713 円 1,426 円 2,138 円 21,381 円 42,762 円 64,143 円 

要介護２ 753 単位 787 円 1,574 円 2,361 円 23,607 円 47,213 円 70,820 円 

要介護３ 828 単位 866 円 1,731 円 2,596 円 25,958 円 51,916 円 77,874 円 

要介護４ 901 単位 942 円 1,883 円 2,825 円 28,247 円 56,493 円 84,739 円 

要介護５ 971 単位 1,015 円 2,030 円 3,044 円 30,441 円 60,882 円 91,323 円 

加算 

① 介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）イ 所定単位の 1000 分の 163 

② 介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）イ 所定単位の 1000 分の 159 

※所定単位とは介護サービス費と加算により算定した単位数の合計です。 

 

 
単位 

1 日 １ヶ月（30 日） 

1 割 2 割 3 割 1 割 2 割 3 割 

看護体制加算（Ⅰ）イ 12 単位 13 円 25 円 38 円 377 円 753 円 1,129円 

夜勤職員配置加算（Ⅱ）イ 46 単位 48 円 96 円 144 円 1,443円 2,885円 4,327円 

ＡＤＬ維持等加算（Ⅰ） 30 単位 － － － 32 円 63 円 94 円 

ＡＤＬ維持等加算（Ⅱ） 60 単位 － － － 63 円 126 円 189 円 

精神科医師定期的療養指導 5 単位 6 円 11 円 16 円 157 円 314 円 471 円 

日常生活継続支援加算 46 単位 48 円 96 円 144 円 1,443円 2,885円 4,327円 

サービス提供体制強化加算（Ⅲ） 6 単位 7 円 13 円 19 円 189 円 377 円 565 円 

栄養マネジメント強化加算 11 単位 12 円 23 円 35 円 345 円 690 円 1,035円 

経口維持加算（Ⅰ） 400 単位 － － － 418 円 836 円 1,254円 

経口維持加算（Ⅱ） 100 単位 － － － 105 円 209 円 314 円 

口腔衛生管理加算（Ⅱ） 110 単位 － － － 115 円 230 円 345 円 

褥瘡マネジメント加算（Ⅰ） 3 単位 － － － 4 円 7 円 10 円 

褥瘡マネジメント加算（Ⅱ） 13 単位 － － － 14 円 27 円 41 円 

科学的介護推進体制加算（Ⅱ） 50 単位 － － － 53 円 105 円 157 円 



 

 

その他の加算 ※該当する場合 

③ 初期加算 入居及び 30 日を超える入居後に再び入居した場合、30 日以内に 1日 30

単位（32 円） 

④ 安全対策体制加算 入居初日に限り 20 単位（21 円） 

⑤ 外泊時費用 入院及び居宅における外泊を認めた場合 1 月に 6 日を限度として 1 日

246 単位（257 円） 

⑥ 看取り介護加算（Ⅰ） 看取りに関して説明を受け同意した場合 

死亡日以前 31 日以上 45 日以下については 1日 72 単位（76 円） 

死亡日以前 4日以上 30 日以下については 1 日 144 単位（151 円） 

死亡日の前日及び前々日については 1日 680 単位（711 円） 

死亡日については 1日 1,280 単位（1,338 円） 

⑦ 退所時情報提供加算 退所先の医療機関に対し情報提供を行う場合 1回 250 単位（262 円） 

⑧ 再入所時栄養連携加算 入院退所後、再入居時に病院の管理栄養士と連携して栄養ケア計画を策

定した場合 1人 200 単位（209 円） 

※①～⑧についても、１～3 割のご負担となります。（ ）内は 1割表示です。 

 

食事費・居住費 

 食事費  

※経管栄養含（流動食・材料費） 
居住費 

１日 1 ヶ月（30 日） 1 日 1 ヶ月（30 日） 

第 1 段階 300 円 9,000 円 880 円 26,400 円 

第 2 段階 390 円 11,700 円 880 円 26,400 円 

第 3 段階① 650 円 19,500 円 1,370 円 41,100 円 

第 3 段階② 1,360 円 40,800 円 1,370 円 41,100 円 

第 4 段階 1,800 円 54,000 円 2,066 円 61,980 円 

その他 

理容・美容費・レクリエーション活動費・ 

ドライクリーニング 

健康管理費（ストマ用補装具・予防接種等） 

実費 

電気使用料 電化製品１品につき 

450 円／月 

利用月の途中での入退居（入退院）の場合は、入

退居日を含めた１５円／日の請求となります。尚、

外出や外泊時においては、通常の請求とさせてい

ただきます。 

印刷代（1枚） 白黒 10 円・カラー 50 円 

※セキュリティ上、印刷できない場合があります。 

金銭管理料 現金管理  200 円／月 

 



 

 

入院期間中（３ヶ月以内）の費用 ※上記第１～３段階の方も含む  

 １日 １ヶ月（30 日） 

費用 2,066 円 61,980 円 

※ 本施設で使用しているベッドを本施設が他の利用者のため短期入所に活用することに、利用者が 

文書にて同意する場合は、短期入所に利用する日に限り利用者は上記の利用者負担を支払う必要

はありません。 

2026 年 6 月変更 
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社会福祉法人 飯盛会 

地域密着型特別養護老人ホーム サンガーデン 

（介護予防）短期入所生活介護 

重要事項説明書 

 

１ 事業者（法人）の概要 

名  称 社会福祉法人 飯盛会 

法人の所在地 福岡市西区羽根戸５１５番地３ 

代表者名 理事長 倉光 かすみ 

電話番号・FAX 番号 （電話）092-892-2331 （FAX）092-892-2332 

 

２ 事業所 

施設名称 地域密着型特別養護老人ホーム サンガーデン 

(介護予防)短期入所生活介護 

施設の所在地 福岡市西区羽根戸５２１ 

管理者名 立石 悦子 

電話番号・FAX 番号 （電話）092-892-2310      （FAX）092-892-2311 

事業の種類 （介護予防）短期入所生活介護  

サービス提供地域 福岡市西区、早良区、城南区、糸島市 

休業日 12／31～1／2 ※土曜、日曜は送迎実施なし。 

指定年月日・指定番号 平成 23 年 5 月 1 日 ・ ４０７１２０２３４７ 

 

３ 事業の目的及び運営方針 

社会福祉法人飯盛会が開設するサンガーデン短期入所生活介護事業所（以下「事業所」と

いう。）が行う短期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介護の事業（以下「事業」とい

う。）の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の看護

職員又は介護職員、その他の従業者（以下「従業者」という。）が、要介護状態（介護予防

にあっては要支援状態）にある高齢者に対し、適正な短期入所生活介護及び介護予防短期入

所生活介護を提供することを目的とする。 

 

①（介護予防）短期入所生活介護の提供に当たって、事業所の生活相談員等は、要（支援）介

護者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができる

よう、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援及び世話、機能訓練をより、

要（支援）介護者の心身機能維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図る。 

②事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、地域

の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるもの

とする。 
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４ 施設の概要 

（１）敷地及び建物の概要 

敷地 4,246.03 ㎡ 

建物 構造 2 階建 鉄骨造 

延べ床面積 1,546.41 ㎡ 

利用定員 10 名（地域密着型特別養護老人ホーム 29 床の空床利用あり） 

 

（２）居室及び主な設備 

居室・設備の種類 室数 備考 

個室（１人部屋） １０室 （地域密着型特別養護老人ホーム 29 床の空床利

用あり） 

共同生活室 １ユニット  

浴室 ６室  

医務室 １室  

 ※居室の変更等：ご利用者から居室の変更の申し出があった場合は、居室の空き状況により施

設でその可否を決定します。また、ご利用者の心身の状況により居室を変更する場合もあり

ます。その際には、ご利用者やご家族等と協議のうえ決定するものとします。 

   

５ 職員の配置状況 

※併設の地域密着型特別養護老人ホーム、介護予防も合算して表記する。 

従業者の職種 員数 勤務時間等 

施設長 1 ８：３０～１７：３０ 

介護職員 12 以上 ８：３０～１７：３０ 

※夜勤を含む変動性勤務 

看護職員 1 以上 ８：３０～１７：３０ 

介護支援専門員 1 以上 ８：３０～１７：３０ 

機能訓練指導員 1 以上 ８：３０～１７：３０ 

 

６ 施設サービスの概要 

① 食事 

 ・当施設では、管理栄養士の管理の元、栄養並びにご利用者の身体状況に配慮した食事を提供

します。 

・ 食事は、ご利用者の自立支援のため、できるだけ離床して食堂で食べていただけるように

配慮します。 

② 入浴 

 ・寝たきりの方でも、機械浴槽を使用して安全に入浴していただけます。 
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③排泄 

 ・ご利用者の身体状況に応じて、適切な排泄介助を行うとともに、排泄の自立について可能な

範囲において、適切な援助を行います。 

 ・オムツを使用される方に対しては、定期的な交換を行うとともに、必要に応じて交換します。 

④着替え・整容など 

 ・寝たきり防止のため、できる限り離床に配慮します。また、生活のリズムを考え、適切な着

替え、整容が行われるよう援助します。 

⑤健康管理 

 ・看護職員が健康管理を行います。 

⑥機能訓練 

 ・身体機能の低下防止のため、機能訓練指導員により利用者の心身等の状況に適した機能訓練

を行います。 

⑦ 医療的ケアの体制 

・医師・看護師等の医療職のみが行うことができる医行為の一部については、必要時に、医師・

看護職員が対応を行います。 

 

７ 費用 

（１） 介護保険給付サービスを利用するにあたってご利用者にご負担していただく料金は、厚

生労働大臣が定めた告示上の基準額とし、別紙「地域密着型特別養護老人ホーム サン

ガーデン （介護予防）短期入所生活介護利用料金表（以下「料金表」という）のとお

りです。 

（２） 介護給付費サービス以外にかかるその他の費用の内訳については、別紙「料金表」のと

りです。 

◎居室と食事にかかる費用について、負担限度額認定を受けている場合には、認定証 

に記載している負担限度額とします。 

減額の適用を受けたい方は、事前に市町村に申請し、「介護保険負担限度額認定証」 

の交付を受けてください。 

（３） 利用料等のお支払い方法等 

    利用料は、利用月分の請求書を、翌月中旬に送付します。 

    振込先を記載しておりますので、お振り込みもしくは窓口支払いをお願いします。 

    口座振替も可能ですので、ご希望時はお知らせください。 
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８ 協力医療機関 

医療法人社団 飯盛会 

倉光病院 

代表者 倉光かすみ 

所在地 福岡市西区飯盛 664-1 

連絡先 092-811-1821 

医療法人財団 華林会 

村上華林堂病院 

代表者 菊池仁志 

所在地 福岡市西区戸切 2-14-45 

連絡先 092-811-3331 

医療法人 クロスケア 

クロスケアデンタル 

クリニック糸島 

代表者 瀧内博也 

所在地 糸島市前原西 4-5-28-2F 

連絡先 092-600-4720 

 受診の際に、受診介護の付き添いを依頼する場合がありますので、ご協力ください。 

 

９ 非常災害時の対策 

非常時の対応 別途定める「サンガーデン 消防計画」にのっとり対応を行います。 

平常時の対応 別途定める「サンガーデン 消防計画」にのっとり年２回の夜間及び昼

間を想定した避難訓練を入居者の方も参加して実施します。 

防災設備 設備名称 個数等 設備名称 個数等 

避難口 5 誘導灯 21 

防火戸・防火シャッター 2 誘導指示 4 

スプリンクラー設備 有 自動火災報知設備 有 

カーテン、布団等は防炎性能のあるものを使用しています。 

消防計画等 消防計画：防火管理責任者 

 

１０ サービス利用上の注意事項 

面会 【面会時間】１０：００～１7：００（日曜日除く） 

事前の予約をお願い致します。 

外出・外泊 外泊の場合は 5 日前までにお知らせください。 

居室・設備・器具等

の利用 

施設内の居室や設備、器具は本来の用法に従ってご利用下さい。これに

反したご利用により破損等が生じた際、場合によっては、賠償して頂く

ことがございます。 

飲酒 飲酒は、嘱託医が適量と認めた範囲で可能ですが、他の入居者の迷惑と

なる過度の飲酒は禁止します。 

喫煙 原則、禁煙とします。 

迷惑行為等 騒音やペットの持込等、他の入居者の迷惑になる行為はご遠慮願いま

す。 
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火災防止の協力 発火の恐れのある物品は施設に持ち込まないで下さい。 

また、火災防止上、危険を感じた場合は直ちに職員に連絡して下さい。 

所持品の管理 管理につきましては、入居者ご本人とご家族で責任を持ってお願い致し

ます。 

食品の持込み 誤嚥や食中毒防止の為、当日食べきれる分のみの持込をお願いします。 

なお、上記防止のため、他の入所者へは絶対に渡さないでください。 

 

インターネット使用 ・個人でインターネットを使用される場合の Wi-Fi 等の通信環境に 

ついては、各自でモバイル Wi-Fi やモバイルルーターの準備をお願い

します。 

・見守りカメラなど利用者の生活をご覧になる機器の設置等は、防犯 

及び個人情報保護の観点からお断りをしております。 

宗教活動・政治活動 他の入居者に対する宗教活動及び政治活動は、お断りします。 

動物飼育 施設内での動物等の飼育はお断りします。 

 

１１ 苦情申立窓口 

苦情解決責任者 施設長 

苦情受付担当者 折居 知宣（おりい かずき）職名：介護福祉士アシスタントチーフ 

受付時間 ８：３０～１７：３０ 

受付方法 お電話や面談による苦情・相談受付の他、ご意見箱を設置しておりま

す。 

解決方法 苦情受付担当者は、書面にて内容を確認、記録し事実確認を行います。 

苦情受付担当者は、苦情解決委員会を開催し必要な処置を講じます。 

※ また、次の公的機関においても苦情・相談の申し出が可能です。 

西区役所 

福祉・介護保険課 

所在地  〒８１９－８５０１ 

福岡市西区内浜１－４－１ 

電話番号 ０９２－８９５－７０６６（直通） 

早良区役所 

福祉・介護保険課 

所在地  〒８１４－８５０１ 

     福岡市早良区百道２－１－１ 

電話番号 ０９２－８３３－４３５５（直通） 

城南区役所 

福祉・介護保険課 

所在地  〒８１４－０１９２ 

     福岡市城南区鳥飼６－１－１ 

電話番号 ０９２－８３３－４１０５（直通） 

糸島市役所介護保険課 所在地  〒８１９－１１９２ 

     糸島市前原西１丁目１－１ 

電話番号 ０９２－３３２－２０７０（直通） 
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福岡県国民健康保険 

団体連合会（国保連） 

 

所在地  〒８１２－００４１ 

     福岡市博多区吉塚本町１２－４７ 

電話番号 （代）０９２－６４２－７８１３  

福岡県運営適正化 

委員会 

所在地  〒８１６－０８０４ 

     春日市原町３－１－７クローバープラザ４階（東棟） 

電話番号 ０９２－９１５－３５１１ 

 

１２ 事故発生時の対応 

事故防止対策 あらゆる事故危険因子に対して、防止策を講じる努力をいたします。 

事故発生時の対応 施設サービスの提供において、事故が発生した場合は速やかに入居者

のご家族、保健所、市町村等の関係機関に連絡を行うとともに、必要

な措置を講じます。 

損害賠償責任補償 事業所は損害賠償保険に加入しております。施設サービス提供により

賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに保険会社と協議に入り、

その解決に誠意をもって対応します。 
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（別紙）  

地域密着型特別養護老人ホーム サンガーデン 

第三者評価の受審状況 

 
 

実施の有無 有 

訪問調査日 2016 年 11 月 17 日・18 日 

評価確定日 2017 年 2 月 10 日 

評価機関の名称 

特定非営利活動法人 

医療・福祉ネットワークせいわ 

評価結果の開示状況 福岡県福祉サービス第三者評価推進機構ＨＰ掲載 

 



（別紙） 

地域密着型特別養護老人ホーム サンガーデン 

（介護予防）短期入所生活介護 

利用料金表 地域区分 5 級地 単価 10.55 円 

介護予防サービス費 

 単位 
1 日 単位 

31 日以上 

1 日 

1 割 2 割 3 割 1 割 2 割 3 割 

要支援１ 529 単位 558 円 1,116 円 1,674 円 503 単位 531 円 1,062 円 1,592 円 

要支援２ 656 単位 692 円 1,384 円 2,076 円 623 単位 658 円 1,315 円 1,972 円 

介護サービス費 

 単位 
1 日 単位 

61 日以上 

1 日 

1 割 2 割 3 割 1 割 2 割 3 割 

要介護１ 704 単位 743 円 1,486 円 2,229 円 670 単位 707 円 1,414 円 2,121 円 

要介護２ 772 単位 815 円 1,629 円 2,444 円 740 単位 781 円 1,562 円 2,343 円 

要介護３ 847 単位 894 円 1,787 円 2,681 円 815 単位 860 円 1,720 円 2,580 円 

要介護４ 918 単位 969 円 1,937 円 2,906 円 886 単位 935 円 1,870 円 2,805 円 

要介護５ 987 単位 1,042 円 2,083 円 3,124 円 955 単位 1,008 円 2,015 円 3,023 円 

加算 

 単位 
1 日（回） 

1 割 2 割 3 割 

送迎加算（片道） 184単位/回 195 円 389 円 583 円 

夜勤職員配置加算（Ⅱ）※要介護のみ 18 単位/日 19 円 38 円 57 円 

口腔連携強化加算※1 月に 1 回限り 50 単位/回 53 円 106 円 159 円 

サービス提供体制強化加算（Ⅲ） 6 単位/日 7 円 13 円 19 円 

① 介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）イ  所定単位の 1000 分の 159 

② 緊急短期入所受入加算    該当する場合 90 単位（95 円） 

※所定単位とは介護（予防）サービス費と加算により算定した単位数の合計です。 

※①～②についても、1～3 割のご負担となります。（ ）内は 1割表示です。 



食事費・居住費 

 食事費（1日） 居住費（1日） 

第 1 段階 300 円 880 円 

第 2 段階 600 円 880 円 

第 3 段階① 1,000 円 1,370 円 

第 3 段階② 1,300 円 1,370 円 

第 4 段階 1,800 円 2,066 円 

（食事費内訳 朝食：５２０円 昼食：６４０円 夕食：６４０円） 

 

＊食事のキャンセルについて 

利用者様の都合で、外食又はサービスを中止する場合には、5 日前までの連絡をお願い致します。 

5 日以内の場合、食事の変更ができませんのでキャンセル料が発生いたします。 

  キャンセル締め切り キャンセル料 

サービス利用日の朝食キャンセル 

5 日前までの申し出 

520 円 

サービス利用日の昼食キャンセル 640 円 

サービス利用日の夕食キャンセル 640 円 

 

その他 

理容・美容費・レクリエーション活動費 実費 

電気使用料 電化製品１品につき( １日) 15 円 

実施地域以外の送迎費（５ｋｍ毎） 150 円 

印刷代（1枚） 

※セキュリティ上、印刷できない場合があります。 

白黒 10 円・カラー 50 円 

金銭管理料 現金管理 200 円／月 

 

2026 年 6 月変更 


